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(1) 指導について 

 

【指導の目的】 

 

 

 

 

 

 

介護サービス事業所等に対する指導は、居宅サービス等の利用者又は入所者、若

しくは入居者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及

び居宅サービス実施者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスに関するサー

ビスの質の確保、及び保険給付の適正化を図ることを目的に実施するものです。 

 

 

(2) 指導の形態について 

 

① 集団指導 

指導の対象となるサービス事業所等を、必要な指導の内容に応じ、年１回以

上、講習等の方法により行います。 

（根拠法：行政手続法第 36 条） 

※ なお、令和４年度から、国の指導指針において、従来の集合方式の他、オン

ライン等の活用による動画の配信等による実施も可能になっています。 

 

② 運営指導 

令和４年度から、「実地指導」は「運営指導」と名称が変更されています。 

運営指導は、原則、サービス事業所等の実地にて、関係者から関係書類等を基

に説明を求める面談方式で行います。 

                        （根拠法：介護保険法第２３条） 

１ 指導と監査について 

サービスの質の確保 保険給付の適正化 
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(3) 監査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査は、介護サービス事業所等において人員基準違反や運営基準違反、不正請

求、高齢者虐待等が認められた場合やそのおそれがある場合に介護保険法第７６条

等に基づき、報告、帳簿書類等の物件の提示を求め、関係者の出頭、質問を行うこ

とにより情報を収集するとともに、現地に立ち入って検査を行い、事実関係を確認

する行為です。行政機関が行う検査により事実関係が確認され、改善が必要とされ

た場合は、改善を求める勧告、さらには、改善命令等の行政処分につながる可能性

があります。 

【介護保険法第２３条】 （文書の提出等） 

 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受

ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等を担当する者若しくは保険

給付に係る第４５条第１項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であっ

た者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、

又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 

参考 

人員基準違反 不正請求 高齢者虐待 

確認の必要があると認める場合に立ち入り検査等を行い、事実関係を

確認します。 

【介護保険法第７６条】 （報告等）  

 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定居宅サービ

ス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係

る事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは

提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業

者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当

該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の

当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある

場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させること

ができる。  

参考 

等 
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(4) 運営指導の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和４年度に実施した運営指導から、市のホームページ上において、その指導

結果等について公表を行っています。 

 

 

 

事 
 

 

業 
 

 

所 

府 
 

 

中 
 

 

市 

②事前提出資料 提出（実施日の概ね１０日前） 

③運営指導当日 

⓸運営指導結果の通知（実施日から概ね１～２か月） 

⑤改善報告書の提出（結果通知発出から概ね１ヶ月以内） 

⑥介護報酬等返還完了報告書 提出（返還対象がある場合） 

①実施通知の送付（実施日の概ね１か月前） 

事業所の選定 
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【基本的な流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政指導・行政処分について（勧告・命令・指定の取消し等） 

行 

政 

処 

分 

運営指導 

監査の実施 

改善勧告 

聴聞・弁明の機会の付与 

改善命令・公示 

指定の取消 

聴聞・弁明の機会の付与 

指定の効力の全部又は一部停止 

行 

政 

指 

導 

改善報告 

結果の通知 

正当な理由なく期限内

に勧告に係る措置を取

らなかったとき 

命令に従わなかったとき 

必要な場合 
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  運営指導で確認した結果については、指導当日の最後に各サービスの運営基準等に

基づき、結果の説明（講評）を行っています。 

  講評においては、「文書指摘」（後日、文書で改善報告を提出する必要がある指摘事

項）や「口頭指摘」、「助言」といった形で改善を要する事項について、事業所の皆様

へお伝えしておりますが、昨年度の指導において、サービス種別に関わらず、文書指

摘から口頭指摘等の中で、特に多かった改善を要する事項について、次に紹介させて

いただきます。 

 

   

 

 

契約書、重要事項説明書等の内容が、制度改正や報酬改定、または事業所の届出

内容の変更等に合わせて更新されておらず、旧制度等の内容で新規利用者と契約等

を行っている事業所が散見されたため、必ず最新の内容で契約等を行うようにして

ください。 

 また、従来の利用者にも変更箇所を追加で説明する等、変更があった内容につい

ては必ず同意を得るようにしてください。 

※令和４年１０月に改訂されている「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定

されている事業所は、利用者へ改定された内容を必ず説明してください。 

 

 

 

 

 

「ハラスメントの防止」について、次の点について、事業主としての対応が必要

です。対応すべき内容の一部が、認識不足により対応されていないことが多々あり

ましたので、必要な内容をよくご確認いただき、対応漏れがないようにしてくださ

い。 

 

◆「セクシャルハラスメント」及び「パワーハラスメント」の両方について防止

の取組が必要です。 

◆事業者のハラスメント防止の方針等の明確化及び従業者にその周知・啓発を行

うことが必要です。 

３ 運営指導時に指摘の多かった事例（サービス共通）について 

① 契約書・重要事項説明書等の更新について 

② ハラスメントの防止について 
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 ◆相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を行う

ことが必要です。 

 

※特に、パワーハラスメント防止のための対応が漏れていることが散見されまし

たので、ご注意ください。 

※カスタマーハラスメントについては、事業主が講じることが望ましい取組とさ

れています。 

 

  

 

  

令和３年度制度改正内容である「業務継続計画の策定」「虐待の防止」等は、現

在、運営指導では進捗状況を確認させていただいておりますが、準備中である事業

所が大半を占めていました。本年度が準備期間の最終年度となるため、必ず計画の

策定や、訓練、研修、委員会等の準備を進めていただきますようお願いします。 

 

◆業務継続計画の策定等 

  →業務継続計画（感染症・災害）の策定、研修（年１回以上）、訓練（年１回

以上）の実施が必要です。 

※法人で作成している場合、サービス種別や事業所の所在する地域及び施設

の環境等を考慮して作成してください。 

 

   ◆感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

  →感染対策委員会の設置（おおむね６月に１回以上開催）、指針の整備、研修

（年１回以上）及び訓練（年１回以上）の実施が必要です。 

 

◆虐待の防止に係る措置 

  →虐待防止検討委員会の設置（定期的に開催）、指針の整備、研修（年１回以

上）の実施、専任の担当者を置くことが必要です。 

 

 

 

 

※ それぞれ必要な対応内容が違いますので、内容の正確な理解に努め

ていただきますようお願いします。 

 

③ 令和６年４月１日より義務化になる制度について 
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内容 

府中市では、利用者のサービス選択や事業者の皆様のサービスの質を向上させる取組

みを促進することを目的に、福祉サービス第三者評価を受審する事業所に対し、受審に

要する経費の全部または一部について、市予算の範囲内で助成する制度を実施しており

ます。 

第三者評価の受審費用の全額または１/２を上限額の範囲で助成しています。（助成

割合は各サービスにより異なります。） 

 

助成の条件 

次の条件をすべて満たしていることが必要になります。 

① 東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関の実施する第三者評価を受審

すること。 

② 福祉サービスの提供を行う事業所を府中市内に設置し、運営していること。 

③ 第三者評価の結果の公表について同意すること。 

④ 第三者評価の受審費用について、国、東京都その他の地方公共団体等の助成の対象と

なっていないこと。 

 

助成の流れ（令和 6 年度に助成を受ける場合） 

 

  

12 月頃 ２月頃 ３月頃 

 

４  ～  ６月  ～  随  時  ～ 

 

 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
・ 
 

 

 
 

 
 
 

市
か
ら
助
成
金
額
の
確
定
・
通
知 

   

受
審
報
告
書
等
の
提
出 

９月末 ３月末 

請
求
書
の
提
出 

助
成
金
交
付
要
望
書
の
提
出 

 

評
価
機
関
の
選
定
・
見
積
取
得 

交
付
申
請
書
等
の
提
出 

市
か
ら
助
成
金
額
の
振
込
み 

市
か
ら
助
成
の
決
定
・
通
知 

 

市
か
ら
助
成
金
交
付
予
定
通
知
書
の
送
付 

 

市
か
ら
要
望
書
提
出
の
案
内
の
送
付 

 

９月頃 

評
価
機
関
と
の
契
約
・
評
価
の
受
審 

４ 令和 6 年度福祉サービス第三者評価受審費助成制度（予定）の概要 

令和 6 年度 令和 5 年度 

※助成の流れは令和 6 年度に福祉サービス第三者評価受審費助成制度を利用される場合を示しています。（令和 5 年度につきましては、

令和 4 年９月３０日までに要望書を市に提出した事業所が助成の対象となります。） 
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助成の対象となるサービス 

 

※高齢者サービスのみを抜粋 

 

福祉サービスの種類 助成額 上限額 

訪問介護 

第三者評価の受審費用の総額

に２分の１を乗じて得た額 
３０万円 

訪問入浴介護 

訪問看護 

通所介護 

認知症対応型通所介護 

短期入所生活介護 

特定施設入居者生活介護 

福祉用具貸与 

居宅介護支援 

介護老人保健施設 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護 

小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者

グループホーム） 
第三者評価の受審費用の総額 ６０万円 

 
 

 

 

 

 

 

＜この制度の問合せ先＞ 

府中市福祉保健部地域福祉推進課 

指導検査係  電話：042-335-4264 
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（東京都福祉サービス評価推進機構のパンフレットより） 
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